
ボランティア・サポー
ト・プログラム事業 専門委員会 広報編集事業

魚沼市まちづくり委員会

総  会

①規約の改正
②事業計画の決定及び事業報告の承認
③役員の承認
④その他重要な事項

事務局
運営委員会

まちづくり委員会の企画運営や活動に必要な調整・
協議及び方針決定等を行う

まちづくり
協働推進会議

運営委員

役員会
運営委員会が定めた方針に基づき、委員会各部を指
揮監督するとともに、市等との交渉・連絡調整を行
う正副会長

国と連携し、井口新田
交差点の花壇整備を行
う（会長直轄事業）

まちづくり委員会の事
業を行うための機関

（必要に応じて設置）

まちづくり委員会だよ
りの編集発行を行う
（会長直轄事業）

（令和4年7月2日現在）

市民と行政が
ともに事務を

行います

市民と行政によ
る協働のまちづ
くり推進のため
に、相互で意見
調整や事例研究
を実施します

市　民
（全市民が活動に参画できます）


